
重要な会計方針重要な会計方針重要な会計方針重要な会計方針

１. 有価証券（投資有価証券及び子会社株式を含む）の１. 有価証券（投資有価証券及び子会社株式を含む）の１. 有価証券（投資有価証券及び子会社株式を含む）の１. 有価証券（投資有価証券及び子会社株式を含む）の

    評価方法及び評価基準    評価方法及び評価基準    評価方法及び評価基準    評価方法及び評価基準

子会社株式及び関連会社株式子会社株式及び関連会社株式子会社株式及び関連会社株式子会社株式及び関連会社株式 ･･････　移動平均法による原価法･･････　移動平均法による原価法･･････　移動平均法による原価法･･････　移動平均法による原価法

その他有価証券その他有価証券その他有価証券その他有価証券 時価のあるもの時価のあるもの時価のあるもの時価のあるもの ･･････　決算日の市場相場に基づく時価法･･････　決算日の市場相場に基づく時価法･･････　決算日の市場相場に基づく時価法･･････　決算日の市場相場に基づく時価法

　　　　　（評価差額は全部資本直入法により処理し、　　　　　（評価差額は全部資本直入法により処理し、　　　　　（評価差額は全部資本直入法により処理し、　　　　　（評価差額は全部資本直入法により処理し、

　　　　　　売却原価は移動平均法により算定)　　　　　　売却原価は移動平均法により算定)　　　　　　売却原価は移動平均法により算定)　　　　　　売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの時価のないもの時価のないもの時価のないもの ･･････　移動平均法に基づく原価法･･････　移動平均法に基づく原価法･･････　移動平均法に基づく原価法･･････　移動平均法に基づく原価法

２. デリバティブの評価基準２. デリバティブの評価基準２. デリバティブの評価基準２. デリバティブの評価基準 ･･････　時価法･･････　時価法･･････　時価法･･････　時価法

３. たな卸資産の評価方法及び評価基準３. たな卸資産の評価方法及び評価基準３. たな卸資産の評価方法及び評価基準３. たな卸資産の評価方法及び評価基準

仕掛品及び原材料（主要材料）  仕掛品及び原材料（主要材料）  仕掛品及び原材料（主要材料）  仕掛品及び原材料（主要材料）  ･･････　後入先出法による原価法･･････　後入先出法による原価法･･････　後入先出法による原価法･･････　後入先出法による原価法

製品・商品、半製品、原材料（部分品）及び貯蔵品製品・商品、半製品、原材料（部分品）及び貯蔵品製品・商品、半製品、原材料（部分品）及び貯蔵品製品・商品、半製品、原材料（部分品）及び貯蔵品 ･･････　総平均法による原価法･･････　総平均法による原価法･･････　総平均法による原価法･･････　総平均法による原価法

４. 固定資産の減価償却方法４. 固定資産の減価償却方法４. 固定資産の減価償却方法４. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産　･･････　有形固定資産　･･････　有形固定資産　･･････　有形固定資産　･･････　 建物については定額法､建物以外については定率法。建物については定額法､建物以外については定率法。建物については定額法､建物以外については定率法。建物については定額法､建物以外については定率法。

なお、主な耐用年数は以下のとおりである。なお、主な耐用年数は以下のとおりである。なお、主な耐用年数は以下のとおりである。なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

建物………………建物………………建物………………建物………………  ７年 ～ ５０年 ７年 ～ ５０年 ７年 ～ ５０年 ７年 ～ ５０年

機械装置…………機械装置…………機械装置…………機械装置…………  ４年 ～ １２年 ４年 ～ １２年 ４年 ～ １２年 ４年 ～ １２年

なお、取得価額が１０万円以上２０万円未満の資産については、３年間で均等なお、取得価額が１０万円以上２０万円未満の資産については、３年間で均等なお、取得価額が１０万円以上２０万円未満の資産については、３年間で均等なお、取得価額が１０万円以上２０万円未満の資産については、３年間で均等

償却している。償却している。償却している。償却している。

無形固定資産　･･････　無形固定資産　･･････　無形固定資産　･･････　無形固定資産　･･････　 定額法定額法定額法定額法

５. 引当金の計上方法５. 引当金の計上方法５. 引当金の計上方法５. 引当金の計上方法

(1)貸倒引当金(1)貸倒引当金(1)貸倒引当金(1)貸倒引当金

   売掛金等債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念   売掛金等債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念   売掛金等債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念   売掛金等債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(2)債務保証損失引当金(2)債務保証損失引当金(2)債務保証損失引当金(2)債務保証損失引当金

   損失発生見込額を計上している。これは、商法第 287条の 2に規定する引当金である。   損失発生見込額を計上している。これは、商法第 287条の 2に規定する引当金である。   損失発生見込額を計上している。これは、商法第 287条の 2に規定する引当金である。   損失発生見込額を計上している。これは、商法第 287条の 2に規定する引当金である。

(3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 

   従業員の退職給付の支給に充てるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ   従業員の退職給付の支給に充てるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ   従業員の退職給付の支給に充てるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ   従業員の退職給付の支給に充てるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

いて計上している。いて計上している。いて計上している。いて計上している。

   なお､会計基準変更時差異ついては､当期において全額を特別損失として計上している。   なお､会計基準変更時差異ついては､当期において全額を特別損失として計上している。   なお､会計基準変更時差異ついては､当期において全額を特別損失として計上している。   なお､会計基準変更時差異ついては､当期において全額を特別損失として計上している。

   また、数理差異上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（14年）   また、数理差異上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（14年）   また、数理差異上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（14年）   また、数理差異上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（14年）

による定額法により翌事業年度から費用処理する方針である。による定額法により翌事業年度から費用処理する方針である。による定額法により翌事業年度から費用処理する方針である。による定額法により翌事業年度から費用処理する方針である。

(4)役員退職慰労引当金(4)役員退職慰労引当金(4)役員退職慰労引当金(4)役員退職慰労引当金

   内規に基づく期末要支給額を計上している。これは、商法第 287条の 2に規定する引当金である。   内規に基づく期末要支給額を計上している。これは、商法第 287条の 2に規定する引当金である。   内規に基づく期末要支給額を計上している。これは、商法第 287条の 2に規定する引当金である。   内規に基づく期末要支給額を計上している。これは、商法第 287条の 2に規定する引当金である。

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して   外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して   外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して   外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

いる。いる。いる。いる。

７．リース取引の処理方法７．リース取引の処理方法７．リース取引の処理方法７．リース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められもの以外のファイナンス・リース取引については、通常   リース物件の所有権が借主に移転すると認められもの以外のファイナンス・リース取引については、通常   リース物件の所有権が借主に移転すると認められもの以外のファイナンス・リース取引については、通常   リース物件の所有権が借主に移転すると認められもの以外のファイナンス・リース取引については、通常

 の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

８．消費税等の会計処理８．消費税等の会計処理８．消費税等の会計処理８．消費税等の会計処理

   消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。   消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。   消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。   消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

「追加情報」「追加情報」「追加情報」「追加情報」

1.退職給付会計1.退職給付会計1.退職給付会計1.退職給付会計
　　当期より退職給付に係る会計基準（「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　　当期より退職給付に係る会計基準（「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　　当期より退職給付に係る会計基準（「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　　当期より退職給付に係る会計基準（「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成１0年6月16日））を適用している。この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職給付費用が39百平成１0年6月16日））を適用している。この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職給付費用が39百平成１0年6月16日））を適用している。この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職給付費用が39百平成１0年6月16日））を適用している。この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職給付費用が39百

万円増加し、経常利益は36百万円減少している。万円増加し、経常利益は36百万円減少している。万円増加し、経常利益は36百万円減少している。万円増加し、経常利益は36百万円減少している。

　　なお、当期において、会計基準変更時差異13,652百万円全額を特別損失に計上するとともに、退職給付　　なお、当期において、会計基準変更時差異13,652百万円全額を特別損失に計上するとともに、退職給付　　なお、当期において、会計基準変更時差異13,652百万円全額を特別損失に計上するとともに、退職給付　　なお、当期において、会計基準変更時差異13,652百万円全額を特別損失に計上するとともに、退職給付

信託設定益16,464百万円を特別利益に計上した結果、税引前当期純利益は2,775百万円増加している。信託設定益16,464百万円を特別利益に計上した結果、税引前当期純利益は2,775百万円増加している。信託設定益16,464百万円を特別利益に計上した結果、税引前当期純利益は2,775百万円増加している。信託設定益16,464百万円を特別利益に計上した結果、税引前当期純利益は2,775百万円増加している。

    また、従来計上していた「退職給与引当金」は当期より「退職給付引当金」及び「役員退職慰労引当金」に    また、従来計上していた「退職給与引当金」は当期より「退職給付引当金」及び「役員退職慰労引当金」に    また、従来計上していた「退職給与引当金」は当期より「退職給付引当金」及び「役員退職慰労引当金」に    また、従来計上していた「退職給与引当金」は当期より「退職給付引当金」及び「役員退職慰労引当金」に

区分して表示している。区分して表示している。区分して表示している。区分して表示している。
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2.金融商品会計2.金融商品会計2.金融商品会計2.金融商品会計
　　当期より金融商品に係る会計基準（「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　　当期より金融商品に係る会計基準（「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　　当期より金融商品に係る会計基準（「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　　当期より金融商品に係る会計基準（「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成11年１月22日））を適用している。この結果従来の方法によった場合と比較して､経常利益は17百万円減平成11年１月22日））を適用している。この結果従来の方法によった場合と比較して､経常利益は17百万円減平成11年１月22日））を適用している。この結果従来の方法によった場合と比較して､経常利益は17百万円減平成11年１月22日））を適用している。この結果従来の方法によった場合と比較して､経常利益は17百万円減

少し、税引前当期純利益は9百万円増加している。少し、税引前当期純利益は9百万円増加している。少し、税引前当期純利益は9百万円増加している。少し、税引前当期純利益は9百万円増加している。

　　また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、預金と同様の性格を有するものは流動資産の　　また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、預金と同様の性格を有するものは流動資産の　　また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、預金と同様の性格を有するものは流動資産の　　また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、預金と同様の性格を有するものは流動資産の

有価証券として表示し、それら以外は投資有価証券として表示している。その結果、流動資産の有価証券は有価証券として表示し、それら以外は投資有価証券として表示している。その結果、流動資産の有価証券は有価証券として表示し、それら以外は投資有価証券として表示している。その結果、流動資産の有価証券は有価証券として表示し、それら以外は投資有価証券として表示している。その結果、流動資産の有価証券は

347百万円減少し、投資有価証券は同額増加している。347百万円減少し、投資有価証券は同額増加している。347百万円減少し、投資有価証券は同額増加している。347百万円減少し、投資有価証券は同額増加している。

3.外貨建取引等会計基準3.外貨建取引等会計基準3.外貨建取引等会計基準3.外貨建取引等会計基準
   当期より改定後の外貨建取引等会計処理基準（「外貨建取引等会計基準の改定に関する意見書」（企業会   当期より改定後の外貨建取引等会計処理基準（「外貨建取引等会計基準の改定に関する意見書」（企業会   当期より改定後の外貨建取引等会計処理基準（「外貨建取引等会計基準の改定に関する意見書」（企業会   当期より改定後の外貨建取引等会計処理基準（「外貨建取引等会計基準の改定に関する意見書」（企業会

計審議会平成11年10月22日））を適用している。この変更による損益への影響額はない。計審議会平成11年10月22日））を適用している。この変更による損益への影響額はない。計審議会平成11年10月22日））を適用している。この変更による損益への影響額はない。計審議会平成11年10月22日））を適用している。この変更による損益への影響額はない。

貸借対照表の注記事項貸借対照表の注記事項貸借対照表の注記事項貸借対照表の注記事項

1．1．1．1．

43,35743,35743,35743,357 百万円百万円百万円百万円 43,21943,21943,21943,219 百万円百万円百万円百万円 △△△△ 138138138138 百万円百万円百万円百万円

２．２．２．２． 25252525    〃   〃   〃   〃 10101010    〃   〃   〃   〃 △△△△ 15151515    〃   〃   〃   〃

３．３．３．３． ※1※1※1※1 11,74911,74911,74911,749    〃   〃   〃   〃 12,09912,09912,09912,099    〃   〃   〃   〃 350350350350    〃   〃   〃   〃

４．４．４．４． ※2※2※2※2 11,17911,17911,17911,179    〃   〃   〃   〃 9,5879,5879,5879,587    〃   〃   〃   〃 △△△△ 1,5911,5911,5911,591    〃   〃   〃   〃

５．５．５．５． 2,2822,2822,2822,282    株   株   株   株 312312312312    株   株   株   株 △△△△ 1,9701,9701,9701,970    株   株   株   株

(875(875(875(875 千円）千円）千円）千円） （107（107（107（107 千円）千円）千円）千円） (△(△(△(△ 767767767767 千円）千円）千円）千円）

※１．※１．※１．※１．債務保証の金額には他社との共同保証による実質他社負担額 1,200百万円を含めて表示している。債務保証の金額には他社との共同保証による実質他社負担額 1,200百万円を含めて表示している。債務保証の金額には他社との共同保証による実質他社負担額 1,200百万円を含めて表示している。債務保証の金額には他社との共同保証による実質他社負担額 1,200百万円を含めて表示している。

※２．※２．※２．※２．保証予約等の期末残高は日本公認会計士協会監査委員会報告第６１号｢債務保証及び保証類似保証予約等の期末残高は日本公認会計士協会監査委員会報告第６１号｢債務保証及び保証類似保証予約等の期末残高は日本公認会計士協会監査委員会報告第６１号｢債務保証及び保証類似保証予約等の期末残高は日本公認会計士協会監査委員会報告第６１号｢債務保証及び保証類似

行為の会計処理及び表示に関する監査上の取扱い」に従い、 保証予約等、実質的に債務保証義行為の会計処理及び表示に関する監査上の取扱い」に従い、 保証予約等、実質的に債務保証義行為の会計処理及び表示に関する監査上の取扱い」に従い、 保証予約等、実質的に債務保証義行為の会計処理及び表示に関する監査上の取扱い」に従い、 保証予約等、実質的に債務保証義

務を負っていると認められるものについて表示している。務を負っていると認められるものについて表示している。務を負っていると認められるものについて表示している。務を負っていると認められるものについて表示している。

６．期末日満期手形の会計処理６．期末日満期手形の会計処理６．期末日満期手形の会計処理６．期末日満期手形の会計処理

   当会計期末日は、金融機関の休業日であるが、満期日に決済が行われたものとして処理している。   当会計期末日は、金融機関の休業日であるが、満期日に決済が行われたものとして処理している。   当会計期末日は、金融機関の休業日であるが、満期日に決済が行われたものとして処理している。   当会計期末日は、金融機関の休業日であるが、満期日に決済が行われたものとして処理している。

会計期末残高から除かれている期末日満期手形は、次のとおりである。会計期末残高から除かれている期末日満期手形は、次のとおりである。会計期末残高から除かれている期末日満期手形は、次のとおりである。会計期末残高から除かれている期末日満期手形は、次のとおりである。

受取手形受取手形受取手形受取手形 1,1611,1611,1611,161 百万円百万円百万円百万円 支払手形支払手形支払手形支払手形 1,1021,1021,1021,102 百万円百万円百万円百万円

７．配当制限７．配当制限７．配当制限７．配当制限

   有価証券を時価評価したことにより、純資産額が4,276百万円増加している。   有価証券を時価評価したことにより、純資産額が4,276百万円増加している。   有価証券を時価評価したことにより、純資産額が4,276百万円増加している。   有価証券を時価評価したことにより、純資産額が4,276百万円増加している。

   なお、当該金額は商法第290条第1項第6号の規定により、配当に充当することが制限されている。   なお、当該金額は商法第290条第1項第6号の規定により、配当に充当することが制限されている。   なお、当該金額は商法第290条第1項第6号の規定により、配当に充当することが制限されている。   なお、当該金額は商法第290条第1項第6号の規定により、配当に充当することが制限されている。

リース取引関係リース取引関係リース取引関係リース取引関係
　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引に係る注記　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引に係る注記　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引に係る注記　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引に係る注記

1．1．1．1． リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）

期  別期  別期  別期  別 減価償却減価償却減価償却減価償却 期末期末期末期末 取得価額取得価額取得価額取得価額 期末期末期末期末 減価償却減価償却減価償却減価償却 期末期末期末期末

種  類種  類種  類種  類 累計額累計額累計額累計額 残高残高残高残高 相当額相当額相当額相当額 累計額累計額累計額累計額 残高残高残高残高 累計額累計額累計額累計額 残高残高残高残高

相当額相当額相当額相当額 相当額相当額相当額相当額 相当額相当額相当額相当額 相当額相当額相当額相当額 相当額相当額相当額相当額

83838383 43434343 39393939 98989898 56565656 41414141 15151515 13131313 1111

398398398398 211211211211 186186186186 368368368368 201201201201 166166166166 △ 30△ 30△ 30△ 30 △ 10△ 10△ 10△ 10 △ 20△ 20△ 20△ 20

43434343 20202020 23232323 77777777 27272727 50505050 34343434 7777 26262626

 合    計 合    計 合    計 合    計 525525525525 275275275275 250250250250 544544544544 286286286286 258258258258 19191919 10101010 8888

(注)(注)(注)(注) 取得価額相当額の算定は、財務諸表等規則第 8条の 6第 2項に基づき、支払利子込み法によっている。取得価額相当額の算定は、財務諸表等規則第 8条の 6第 2項に基づき、支払利子込み法によっている。取得価額相当額の算定は、財務諸表等規則第 8条の 6第 2項に基づき、支払利子込み法によっている。取得価額相当額の算定は、財務諸表等規則第 8条の 6第 2項に基づき、支払利子込み法によっている。

２．２．２．２． 未経過リース料期末残高相当額未経過リース料期末残高相当額未経過リース料期末残高相当額未経過リース料期末残高相当額 （単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）

2222

6666

合    計合    計合    計合    計 8888

(注)(注)(注)(注) 未経過リース料期末残高相当額の算定は、財務諸表等規則第 8条の 6第 2項に基づき支払利子込み法未経過リース料期末残高相当額の算定は、財務諸表等規則第 8条の 6第 2項に基づき支払利子込み法未経過リース料期末残高相当額の算定は、財務諸表等規則第 8条の 6第 2項に基づき支払利子込み法未経過リース料期末残高相当額の算定は、財務諸表等規則第 8条の 6第 2項に基づき支払利子込み法

によっている。によっている。によっている。によっている。

  ３．  ３．  ３．  ３． 支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料及び減価償却費相当額 （単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）

△△△△ 7777

△△△△ 7777

４．４．４．４． 減価償却費相当額の算定方法減価償却費相当額の算定方法減価償却費相当額の算定方法減価償却費相当額の算定方法

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

支支支支 払払払払 リリリリ ーーーー スススス 料料料料

減減減減価価価価償償償償却却却却費費費費相相相相当当当当額額額額
114114114114

114114114114

107107107107

107107107107

1 年 超1 年 超1 年 超1 年 超

増　減増　減増　減増　減

150150150150

250250250250

156156156156

258258258258

前　期前　期前　期前　期

１ 年 内１ 年 内１ 年 内１ 年 内 102102102102

前　期前　期前　期前　期 当　期当　期当　期当　期

99999999

機機機機 械械械械 及及及及 びびびび 装装装装 置置置置

工工工工具具具具 ････器器器器具具具具及及及及びびびび備備備備品品品品

そそそそ のののの 他他他他 投投投投 資資資資 等等等等

増　減増　減増　減増　減

債債債債 務務務務 保保保保 証証証証

保保保保 証証証証 予予予予 約約約約 等等等等

自自自自 己己己己 株株株株 式式式式

減価償却減価償却減価償却減価償却

当　期当　期当　期当　期

増　減増　減増　減増　減
有有有有 形形形形 固固固固 定定定定 資資資資 産産産産

減減減減価価価価償償償償却却却却累累累累計計計計額額額額

受受受受取取取取手手手手形形形形割割割割引引引引高高高高

前　期前　期前　期前　期 当　期当　期当　期当　期

当　期当　期当　期当　期

前　期前　期前　期前　期 増　減増　減増　減増　減

取得価額取得価額取得価額取得価額

相当額相当額相当額相当額

取得価額取得価額取得価額取得価額

相当額相当額相当額相当額

相当額相当額相当額相当額
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